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第１３回検討会資料 

（ＯＤＲにおける説明義務の在り方について） 

 

１ 前回の検討会での検討 

（説明義務） 

第十四条 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、

紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、

これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を提供して説明をし

なければならない。 

一～四（略） 

  ⑴ 前回の検討会における事務局資料 

    前回の検討会においては，ＯＤＲの利用に先立つ説明につき，口頭のリアルタイム

での説明が不可欠であるとすると，とりわけチャット型のＯＤＲについては，チャッ

トによるやり取りのみで簡便かつ迅速に紛争を解決することができるとのメリット

が失われてしまうのではないかとの問題意識を示した。その上で，法第１４条の趣旨

を踏まえたＯＤＲの利用に先立つ説明の方法として，以下の４つの考え方を提示し

た（別図参照）。 

① 口頭による説明（発言者の発言を相手方がリアルタイムで聞いている説明方法

を指す。対面，電話，ウェブ会議等を想定している。）が必須であるとする考え方 

② 有人のチャット方式による方法を許容する考え方 

③ 動画等の口頭説明に相当するような機械的手段による方法を許容する考え方 

④ 認証紛争解決事業者のウェブサイト上に説明事項を表示して当事者の閲覧に供

する方法を許容する考え方 

 また，口頭によるリアルタイムでの説明の長所としては，下記の❶から➌までを提

示した。 

❶ 個別の事案に即した説明をすることが可能であること ＜非定型性＞ 

➋ 当事者の反応を確認しつつ説明をすることが可能であること（これにより，例え

ば，当事者の理解が不十分と思われる部分を重点的に説明すること等が可能にな

る。） ＜同時性・非言語コミュニケーション＞ 

➌ やり取りの双方向が確保されているため，当事者が説明内容に疑義を感じたと

きには認証紛争解決事業者に質問することが可能であること ＜双方向性＞ 

 

  ⑵ 前回の検討会における議論 

前回の検討会の議論においては，口頭による説明の長所のうち，➌の双方向性が法
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第１４条の説明においても必須の要素となることについては異論をみなかった。ま

た，❶の説明の非定型性も必要な要素となるとする意見がみられ，複数の委員から②

有人のチャット方式による方法であれば許容されるが，③や④の方法は許容されな

いのではないかとの意見が出された。その一方で，➌の双方向性が確保されているの

であれば，当事者は質問の機会に認証紛争解決事業者から個別の事案に即した説明

を受けることが可能であることからすれば，法第１４条の趣旨にもかなうものとし

て許容されるのではないかとの意見が出され，複数の委員からやり取りの双方向性

が確保されているのであれば，③や④の説明方法も許容されてよいのではないかと

の意見が出された。 

 

２ オンラインの方法による説明義務の履行の在り方について 

 ⑴ 前回の検討会における議論を参考に，甲案と乙案を事務局として提示することと

したい。 

甲案 

②有人のチャット方式による方法は許容されるが，③，④の方法は許容されない

とする考え方 

・この方法による場合には， 

ⅰ 当事者が説明事項を理解した旨の確認をしない限り契約の締結をすることが

できないものとすること 

ⅱ 認証紛争解決手続が終了するまでの間は，チャット上で行われた説明内容を保

存し，その期間中は当事者がこれを閲覧することができるようにすること 

を条件とする。 

 

乙案 

②から④までのいずれの方法も許容されるとする考え方 

・②の方法による場合については，甲案と同様の条件とする。 

・③，④の方法による場合については， 

ⅰ 当事者が説明事項を理解した旨の確認をしない限り契約の締結をすることが

できないものとすること 

ⅱ 認証紛争解決手続が終了するまでの間は，説明に用いられた動画等やウェブサ

イト上の表示を保存し，その期間中は当事者がこれを閲覧することができるよう

にすること 

ⅲ 質問を希望する当事者が容易に問い合わせでき，認証紛争解決事業者から回答

が得られる環境を整えておくこと 

 を条件とする。 
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⑵ 甲案と乙案について 

 ア 甲案は，法第１４条の趣旨として，❶個別の事案に即した説明をすることが可能

であることが必須の要素であるとする考え方から，②の有人のチャット方式によ

る方法は許容されるが，③，④の方法は許容されないとする考え方である。 

   また，甲案は，②の方法が許容されるためには，ⅰ及びⅱの条件を付すことが必

要とするものである。 

   ⅰについては，当事者がチャット上での説明を閲読しないで契約締結に至るリ

スクがあることを考慮し，当事者に理解した旨の意思表示をすることを条件とす

るものである。 

   ⅱについては，法第１４条が書面の交付又は電磁的記録の提供をした上での説

明を義務付けた趣旨には，当事者の手元に書面又は電磁的記録が残ることにより，

事後も，当事者が説明事項を確認することを可能とすることで，紛争解決手続の利

用をめぐる二次的な紛争の発生を未然に防止することもあると考えられることか

らすれば，そのような環境を整えておくことが望ましい。そこで，一定期間，当事

者が説明事項を確認することのできる環境を整えておくことを条件とするもので

あり，考えられる期間として，認証紛争解決手続が終了するまでの間を提案してい

る。 

 イ 乙案は，➌やり取りの双方向が確保され，当事者から不明点について質問を受け

回答する機会を設ける等の環境が整えられているのであれば，法第１４条の趣旨

は満たされているとの考えから，➌を満たす限りは，②だけでなく，③，④の考え

方も許容されるとする考え方である。 

   ②の有人のチャット方式による説明の場合は，甲案と同様の条件を付すことが

必要とするものである。 

また，③，④の方法による場合は，ⅰ及びⅱに加えて，ⅲを条件として必要であ

るとするものである。ⅰとⅱを条件とする理由は，甲案とほぼ同様であり，これに

加えて，➌のやり取りの双方向性を確保するためにⅲを条件とするものである。 

  ⑶ 小括 

    以上を前提に，オンラインによる説明方法について，どのような方法が許容される

べきかについて御議論頂きたい。 

なお，事務局案として甲案と乙案の２案を提示したが，他の考え方や条件を排除す

るものではない。 


